
特別養護老人ホーム大刀洗昌普久苑 ご利用料金表 

【令和 6年 8月改定版】 

○第１段階 

◇所得要件◇市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給されている方および生活保護等を受給されている方 

◇資産要件◇預貯金等が単身で、1,000万円（夫婦で 2,000万円）以下の方 

要介護度 介護サービス費（ 円） 食費（ 円） 部屋代（ 円） 利用料金月額(円）

要介護1 2 0 ,1 0 0 9 ,0 0 0 2 6 ,4 0 0 5 5 ,5 0 0

要介護2 2 2 ,2 0 0 9 ,0 0 0 2 6 ,4 0 0 5 7 ,6 0 0

要介護3 2 4 ,4 5 0 9 ,0 0 0 2 6 ,4 0 0 5 9 ,8 5 0

要介護4 2 6 ,5 8 0 9 ,0 0 0 2 6 ,4 0 0 6 1 ,9 8 0

要介護5 2 8 ,6 5 0 9 ,0 0 0 2 6 ,4 0 0 6 4 ,0 5 0

○第２段階 

◇所得要件◇市町村民税非課税世帯で、合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間８０万円以下の方 

◇資産要件◇預貯金等が単身で 650万円（夫婦で 1,650万円）以下 

要介護度 介護サービス費（ 円） 食費（ 円） 部屋代（ 円） 利用料金月額(円）

要介護1 2 0 ,1 0 0 1 1 ,7 0 0 2 6 ,4 0 0 5 8 ,2 0 0

要介護2 2 2 ,2 0 0 1 1 ,7 0 0 2 6 ,4 0 0 6 0 ,3 0 0

要介護3 2 4 ,4 5 0 1 1 ,7 0 0 2 6 ,4 0 0 6 2 ,5 5 0

要介護4 2 6 ,5 8 0 1 1 ,7 0 0 2 6 ,4 0 0 6 4 ,6 8 0

要介護5 2 8 ,6 5 0 1 1 ,7 0 0 2 6 ,4 0 0 6 6 ,7 5 0

○第３段階-1 

◇所得要件◇ 

市町村民税非課税世帯で、合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間８０万円超１２０万以下の方 

◇資産要件◇預貯金等が単身で 550万円（夫婦で 1,550万円）以下 

要介護度 介護サービス費（ 円） 食費（ 円） 部屋代（ 円） 利用料金月額(円）

要介護1 2 0 ,1 0 0 1 9 ,5 0 0 4 1 ,1 0 0 8 0 ,7 0 0

要介護2 2 2 ,2 0 0 1 9 ,5 0 0 4 1 ,1 0 0 8 2 ,8 0 0

要介護3 2 4 ,4 5 0 1 9 ,5 0 0 4 1 ,1 0 0 8 5 ,0 5 0

要介護4 2 6 ,5 8 0 1 9 ,5 0 0 4 1 ,1 0 0 8 7 ,1 8 0

要介護5 2 8 ,6 5 0 1 9 ,5 0 0 4 1 ,1 0 0 8 9 ,2 5 0

〇第３段階-2 

◇所得要件◇市町村民税非課税世帯で、合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間１２０万超の方 

◇資産要件◇預貯金が単身で 500万円（夫婦で 1,500万円）以下 

要介護度 介護サービス費（ 円） 食費（ 円） 部屋代（ 円） 利用料金月額（ 円）

要介護1 2 0 ,1 0 0 4 3 ,3 5 0 4 1 ,1 0 0 1 0 4 ,5 5 0

要介護2 2 2 ,2 0 0 4 3 ,3 5 0 4 1 ,1 0 0 1 0 6 ,6 5 0

要介護3 2 4 ,4 5 0 4 3 ,3 5 0 4 1 ,1 0 0 1 0 8 ,9 0 0

要介護4 2 6 ,5 8 0 4 3 ,3 5 0 4 1 ,1 0 0 1 1 1 ,0 3 0

要介護5 2 8 ,6 5 0 4 3 ,3 5 0 4 1 ,1 0 0 1 1 3 ,1 0 0



 

 

○第４段階：上記以外の方（世帯に課税者がいる方・本人が市町村民税課税者） 

要介護度 介護サービス費（ 円） 食費（ 円） 部屋代（ 円） 利用料金月額（ 円）

要介護1 2 0 ,1 0 0 4 3 ,3 5 0 6 1 ,9 8 0 1 2 5 ,4 3 0

要介護2 2 2 ,2 0 0 4 3 ,3 5 0 6 1 ,9 8 0 1 2 7 ,5 3 0

要介護3 2 4 ,4 5 0 4 3 ,3 5 0 6 1 ,9 8 0 1 2 9 ,7 8 0

要介護4 2 6 ,5 8 0 4 3 ,3 5 0 6 1 ,9 8 0 1 3 1 ,9 1 0

要介護5 2 8 ,6 5 0 4 3 ,3 5 0 6 1 ,9 8 0 1 3 3 ,9 8 0

 

＊世帯が違っていても配偶者が市町村民税を課税されている場合は第４段階となります。 
＊公的年金等収入額には、課税年金収入額に加えて非課税年金（遺族年金・障害年金）収入額も含ま
れます。 
※上記「利用料金月額」は１か月を３０日として計算しています。（１割の方の場合） 
※上記の他に「看護体制加算」「夜勤職員配置加算」「サービス提供体制加算」「栄養マネジメント強
化加算」「事務手数料」「個別機能訓練加算」「精神科療養指導加算」「初期加算」「協力医療機関連携
加算」「介護職員等処遇改善加算」等が必要となります。 
※「高額介護サービス費」の適用により、利用者の負担の合計が上限を超えた場合は、超えた分が払
い戻されます。 
 ご利用料金の詳細な内容・各種お手続等につきましては、担当者にご遠慮なくお問い合わせくださ
い。 
※４段階・・・食事代１,４４５円／日 部屋代２,０6６円となります。 


